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【研究要旨】 

わが国におけるペルーシド角膜辺縁変性の全国調査を行い、得られたデータを解析し

た。その結果、従来欧米を中心に報告されているものと比較して、１）男性に多い、

２）片眼性の症例が比較的多い、３）アレルギー性疾患の合併例が多い、などの特徴

が明らかとなった。同時に、調査で主に用いたスリットランプ検査や角膜トポグラフ

ィのみでは、診断基準や分類を行うことに限界があることが示唆された。 

 

A. 研究目的 

ペルーシド角膜辺縁変性(PMD)は、

Krachmer によって 1978 年に報告された角

膜周辺部の菲薄化と隣接する角膜の前方突

出を特徴とする疾患で、高度の不正乱視に

よって進行性の視力低下をきたす．より頻

度の高い円錐角膜との異同も議論されてい

るが、発症年齢や臨床像に違いがあり、角

膜移植などの治療に対する反応性も不良で

あるなどの相違点がある．本疾患の定義や

診断基準も定められておらず、共通の議論

を行う上での障害となっている．世界的に

見ても臨床例の報告も少ないことより、我

が国における PMD の疫学的および眼科的特

徴を調査することが有用と考えた． 本報告

では、先に厚生労働省の難治性疾患研究事

業の際に行われた調査を基に、データの解

析を加えたものについて述べる。 
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B. 研究方法

日本角膜学会員の所属する医療施設に調

査依頼の手紙を送付し、

る施設に対してより詳細な患者情報および

眼科的所見に関する調査をアンケート形式

で行った．

指すという本研究の目的を鑑み、報告例に

は PMD 確定例のみならず、疑い例も含める

ように依頼し、より広い範囲の症例を集め

るようにした。

本疾患の仮の分類として、全施設におい

て行われている角膜トポグラフィの所見を

基に、１）カニの

３）不整型、４）その他の

また、PMD

いる「スリットランプにて角膜下方に帯状

の菲薄部を認める例」を典型的

菲薄化は認めないが角膜トポグラフィーで

カニの爪様所見を呈するものを

それ以外をそのほかとしてその臨床的特徴

を調べた。

（倫理面への配慮

すべての研究はヘルシンキ宣言の趣旨を尊

重し、関連する法令や指針を遵守し、

設の倫理審査委員会の承認を得たうえで行

うこととする。また個人情報の漏洩防止、

患者への研究参加への説明と同意の取得を

徹底する。

 

C. 研究結果

1．対象 

全 30 施設より

を受けた．回答施設の内訳は、大学病院

総合病院

専門施設または屈折矯正手術施行施設

あった。患者背景について表

２．典型的

スリットランプにて角膜下方の菲薄部
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ナルの報告に近いものを採用した。軽症例

では本所見が現れる以前に角膜形状に異常

が生じるという報告もあるため、角膜トポ

グラフィーに基づいて３群に分類してその

相違も調査したが、大きな際は認められな

かった（表）。このことは、角膜トポグラフ

ィでの分類に限界がある可能性が示唆して

おり、また同時に類縁疾患である円錐角膜

との境界例が症例に含まれている可能性も

あることを推測させる。今後は、より詳細

な検討が可能と考えられる広範囲な角膜厚

分布調査などの検査を組み合わせていく必

要性があると考えられた 

 

E. 結論 

世界にも例を見ない多数例の PMD 調査に

より、本疾患の臨床的特徴が明らかとなっ

てきた。これらを元により詳細な眼科的検

査を進めることで、PMD の定義と診断基準

を確立することが可能と期待される。 

F. 健康危険情報 

 なし 

 

G. 研究発表 

1. 論文発表 

なし 

2. 学会発表 

なし 

 

H. 知的所有権の取得状況 

1. 特許取得 

なし 

2. 実用新案特許 

なし 

3. その他 

なし
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